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は
や
う
ま

中
国
に
お
け
る
駅
逓
制
の
歴
史
は
古
く
、
既
に
春
秋
戦
国
の
頃
か
ら
見
ら
れ
、
以
後
清
末
に
至
り
近
代
的
な
運
輸

・
交
通

・
郵
便
等
の

(

1

)
 

諸
制
度
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
形
態
や
組
織
は
迎
っ
て
も
一
貫
し
て
継
続
さ
れ
て
き
た
。
特
に
明
清
時
代
の
社
会
経
済
的
発
展
に
と

(

2

)
 

も
な
う
駅
逓
制
の
機
能
的
拡
大
強
化
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

清
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

ま

じ

め

＇ 

五

お

わ

り

に

四
福
建
の
千
里
馬
制

消
代
の
駅
逓
制
度

清
代
の
奏
摺
政
治

は

じ

め

に

目

、h
.,A 

ー

福

建

の
に 「

千
里
馬
」
を
中
心
と
し
て
|
—
ー

森

清

代

の

奏

摺

政

治

と

駅

逓

制
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明
七
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清
代
の
奏
摺
政
治

清
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

(

3

)
 

と
こ
ろ
で
「
国
家
設
立
駅
逓
、
原
以
伝
朝
廷
之
命
令
、
通
天
下
之
脈
絡
」
と
あ
る
如
く
、
朝
廷
の
命
令
を
伝
達
す
る
と
い
う
政
治
的
機

能
こ
そ
、
最
も
原
初
的
な
駅
逓
制
の
起
源
で
あ
っ
た
。
即
ち
駅
逓
の
交
通
体
系
は
専
制
国
家
に
お
け
る
統
一
的
行
政
支
配
の
基
礎
的
組
織

パ
イ
ブ

と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
駅
逓
制
は
、
政
治
的
支
配
体
制
の
血
管
で
あ
り
、
政
治
的
支
配
の
た
め
の
中
枢
神
経
或
い

(

4

)
 

は
指
揮
系
統
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
従
来
、
奏
摺
制
度
と
駅
逓
制
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
に
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
両

者
を
不
可
分
な
も
の
と
し
て
、
駅
迎
制
の
根
源
的
な
政
治
的
梢
報
（
命
令
）
伝
達
機
構
と
し
て
の
機
能
や
、
実
態
に
つ

い
て
の
考
察
は
非

(

5
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そ
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

常
に
乏
し
く
、

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
国
に
お
け
る
君
主
独
裁
専
制
の
最
も
発
達
し
た
と
い
わ
れ
る
桁
朝
の
な
か
で
も
、

(

6
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的
構
造
化
た
ら
し
め
て
い
た
典
型
と
考
え
ら
れ
る
、
奏
摺
政
治
下
の
駅
逓
制
を
取
り
上
げ
、
両
者
の
制
度
、
機
能
と
そ
の
実
態
を
、
関
連

前
提
と
し
て
福
建
省
に
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。

そ
の
支
配
機
構
を
し
て
実
態

的
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
更
に
駅
逓
制
の
機
能
的
消
長
を
通
じ
て
、
清
朝
専
制
支
配
体
制
の
あ
り
方
、
な
ら
び
に
両
者
の
相
互
規

定
性
の
解
明
の
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
次
第
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
当
面
資
料
上
の
制
約
か
ら
、
全
国
的
考
察
の

中
国
史
上
術
朝
は
最
も
官
僚
制
度
が
発
達
整
備
さ
れ
、
壮
大
な
専
制
的
支
配
機
構
が
確
立
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
中
央
政
府
は
皇
帝

の
も
と
に
、
各
大
臣
が
地
域
的
勢
力
を
背
景
と
し
て
内
閣
を
組
織
し
、
全
国
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
こ
こ
に
吸
収
す
る
中
心
と
し
、
そ
の
手
足

と
し
て
官
僚
網
を
全
国
に
布
盗
し
て
い
た
。
専
制
君
主
は
政
治
的
支
配
を
恣
意
的
に
左
右
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
政
務
を
ど
こ
ま
で
官

八
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È
4£e1
ー》

9

、
い
だ
c

専
も
言
王
じ
”
t
¢
"1
に
忙
支
§
を
恣
音
ぶ
炉
．

r
F
E
E
-l『

9,t；
り
マ
・
り
＾

‘t
れ
、
"
r
:
h
を
K
‘
9.J
)-dr4令
ヽ

(

7

)

 

僚
に
委
ね
る
か
に
よ
っ
て
独
裁
度
に
強
弱
が
あ
り
、
勤
勉
で
あ
る
程
す
べ
て
の
決
裁
を
そ
の
手
に
掌
握
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
か
る

典
型
が
荊
正
帝
に
見
ら
れ
た
奏
摺
政
治
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。

こ
れ
を
地
方
政
治
に
つ

い
て
い
え
ば
、
上
に
総
督
、
巡
撫
が
あ
り
、
次
に
布
政
司
、

り
、
末
端
に
知
州
、
知
県
が
あ

っ
た
。
中
央
の
命
令
は
こ
の
順
序
で
下
達
さ
れ
る
一
方
、
地
方
末
端
の
行
政
事
務
は
こ
の
逆
の
順
序
で
上

達
し
、
総
督
、
巡
撫
の
手
で
中
央

へ
転
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

総
督
、
巡
撫
は
管
内
地
方
政
治
を
統
轄
す
る
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
等
は
地
方
政
務
に
関
し
て
皇
帝
に
報
告
を
行
う
と
同
時

に
、
指
示
を
求
め
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
二
つ
の
形
式
が
あ

っ
た
。

じ
て
皇
帝
に
届
け
ら
れ
る
公
的

（
公
開
）
な
奏
文
で
あ
り
、

（
非
公
開
）
な
奏
文
で
あ
る
。
前
者
に
は
官
印
を
押
捺
し
て
公
人
と
し
て
の
資
格
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
中
央
へ
の
送
達
は
駅
逓
に
よ

っ
て
地
方
か
ら
中
央
へ
運
ば
れ
た
上
、
通
政
使
司
を
経
て
内
閣
に
送
ら
れ
、
更
に
皇
帝
の
手
許
に
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
は
大
学

士
を
は
じ
め
各
関
係
衛
門
の
意
見
を
徴
し
な
が
ら
文
書
の
処
理
を
決
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
裁
決
を
与
え
た
。
決
定
後
は
担
当
各
部

か
ら
地
方
の
総
督
、
巡
撫
の
下
に
通
達
さ
れ
、
更
に
末
端
官
術
へ
と
報
知
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

九

後
者
に
は
任
地

へ
到
着
し
た
官
僚
の
報
告
や
、
年
賀
や
時
候
見
舞
い
や
、
挨
拶
な
ど
の
詰
安
摺
と
、
極
秘
の
屯
件
や
問
題
に
つ
い
て
の

内
報
で
あ
る
奏
事
摺
と
が
あ
っ
た
が
、

必
要
で
あ
っ
た
。

清
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

い
ず
れ
も
中
央
政
府
の
官
僚
に
対
す
る
開
知
の
必
要
は
な
く
、
ま
た
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
事
柄

で
、
皇
帝
に
の
み
の
披
見
に
供
す
る
文
嚇
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
奏
摺
は
総
督
、
巡
撫
か
ら
皇
帝
へ
の
親
展
状
で
あ
り
、
官
印
の
押
捺
は
不

茄
正
帝
が
局
知
の
如
く
君
主
独
裁
支
配
を
確
立
し
、
地
方
官
僚
の
朋
党
の
風
を
禁
じ
る
と
と
も
に
、
個
々
の
官
僚
を
皇
帝
に
匝
属
せ
し

―
つ
は
「
奏
摺
」

と
称
さ
れ
る
皇
帝
に
対
し
て
個
人
的
に
提
出
さ
れ
る
私
的

―
つ
は

「
題
本
」
と
よ
ば
れ
る
、
官
僚
機
棉
を
通

按
察
司
が
あ
り
、

次
に
逆
員
、

更
に
知
府
が
あ

(539) 



は
当
人
に
与
え
ら
れ
た
。

め
る
た
め
に
利
用
し
た
の
が
奏
摺
制
度
で
あ
っ
た
。
奏
摺
制
度
の
開
始
は
康
熙
年
問
に
求
め
ら
れ
、
康
熙
三
十
二
年
(
-
ナ
九
三
年
）
の

(
8
)
 

蘇
州
織
造
李
照
に
よ
る
奏
摺
が
そ
の
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
地
方
官
僚
と
し
て
屯
帝
に
奏
摺
を
奉
呈
す
る
権
利
を

認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
本
来
総
仔
、
巡
撫
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
非
常
特
別
の
場
合
に
は
そ
の
他
の
諸
臣
も
秘
密
に
上
奏
を
行
う
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
極
め
て
特
殊
な
場
合
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
荊
正
帝
は
専
制
支
配
の
貫
徹
の
た
め
、
総
晋
、
巡
撫

に
限
ら
ず
、
布
政
司
、
按
察
司
か
ら
逍
旦
や
知
府
に
ま
で
進
ん
で
奏
摺
を
呈
上
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
秘
極
的
に
地
方
の
情
報
を
入
手
す

(

9

)
 

る
と
同
時
に
、
そ
の
報
告
を
通
じ
て
地
方
官
僚
の
人
物
や
動
向
を
観
察
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
泊
朝
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
官
文
舎
の
逓
送
方
法
に
は
三
種
類
の
形
式
が
あ
っ
た
。
第
一
は
右
に
述
べ
た
総
督
、
巡
撫
を
は
じ

め
と
す
る
地
方
駐
在
の
文
武
官
僚
が
、
直
接
皇
帝
に
奏
上
し
た
り
、
中
央
か
ら
彼
等
に
機
密
書
類
を
送
付
す
る
楊
合
に
、
特
定
の
文
杏
箱

0

0

 

を
用
い
る
も
の
で
報
厘
と
称
し
た
。
地
方
官
と
し
て
赴
任
す
る
知
府
以
上
の
官
吏
は
、
参
内
し
皇
帝
に
謁
見
し
た
際
、
地
方
政
治
に
臨
む

諸
注
意
と
と
も
に
奏
摺
を
届
け
る
た
め
の
摺
厘
と
い
う
文
筈
四
個
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
筈
は
長
さ
八
寸
八
分
、
幅
四
寸
四
分
、
一1
9
さ
一

寸
五
分
、
外
面
に
黄
漆
を
塗
り
、
内
面
は
黄
綾
が
張
っ
て
あ
り
鍵
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
鍵
は
一
個
を
皇
帝
が
持
ち
他
の
一
個

地
方
に
赴
任
し
た
彼
等
は
早
速
着
任
の
挨
拶
状
を
送
呈
す
る
の
に
、
そ
の
奏
摺
を
さ
き
の
摺
厘
に
納
め
て
施
錠
し
、
外
部
を
厳
重
に
包

装
し
て
北
京
へ
と
発
送
し
た
。
こ
の
時
総
督
、
巡
撫
な
ら
ば
駅
逓
を
利
用
す
る
か
、
或
い
は
武
官
を
派
追
し
て
上
京
せ
し
め
、
宮
中
の
乾

泊
門
入
口
の
奏
事
処
に
摺
厘
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
奏
摺
を
奉
呈
す
る
権
利
の
な
か
っ
た
布
政
使
、
按
察
使
以
下
の
点

官
は
、
私
的
な
下
僕
た
る
家
人
を
し
て
上
京
せ
し
め
、
皇
帝
が
指
定
し
た
大
臣
の
家
に
至
り
、
摺
厘
を
提
出
し
て
皇
帝
に
取
次
い
で
貫
っ

た
の
で
あ
る
。
奏
摺
を
披
閲
し
た
皇
帝
は
こ
れ
に
珠
批
を
加
え
て
返
送
し
た
が
、

消
代
の
奏
摺
政
治
と
吹
逓
制

こ
う
し
た
上
下
の
文
通
は
絶
対
秘
密
裡
に
行
わ
れ
な
け

1
0
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一

に
、
印
封
と
い
う
棉
紙
の
裏
う
ち
を
し
た
封
筒
を
用
い
る
方
式
で
あ
る
。
こ
れ
も
大
き
さ
や
様
式
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
祁
類
を
封
入
し

(

1

0

)

 

た
上
に
官
印
を
押
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
公
文
書
の
逓
送
を
確
実
に
実
施
し
、

定
さ
れ
て
い
た
。
火
梨
と
は
中
央
か
ら
地
方
へ
文
書
を
送
達
す
る
場
合
に
限
り
、
郵
駅
を
管
轄
す
る
兵
部
か
ら
発
交
さ
れ
る
も
の
で
、
途

中
の
各
駅
で
は
文
書
と
と
も
に
こ
れ
を
受
取
り
、

は
地
方
か
ら
中
央
へ
、
或
い
は
地
方
相
互
間
に
文
書
を
交
換
す
る
場
合
に
、
当
初
か
ら
そ
の
文
雹
に
貼
付
し
て
お
き
、
途
中
の
各
駅
で
そ

れ
に
必
要
事
項
を
記
入
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
火
票
は
文
書
を
受
領
し
た
官
衛
か
ら
、
直
ち
に
兵
部
に
返
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

が
、
排
箪
は
最
終
官
街
で
保
存
し
て
お
き
、
後
日
問
題
が
生
じ
た
時
の
証
拠
と
し
た
。
文
書
を
逓
送
す
る
際
の
程
限
は
、
通
常

一
日
三
百

里
と
な
っ
て
い
た
が
、
緊
急
の
場
合
は
四
百
里
か
ら
六
百
里
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
日
々
の
程
限
は
火
漿
又
は

(

1
1
)
 

排
箪
に
明
記
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

消
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

に
も
こ
の
方
式
が
用
い
ら
れ
た
。

第
三
は
緊
急
文
書
を
地
方
官
衛
か
ら
中
央
へ
提
出
し
た
り
、

地
方
官
街
間
で
相
互
に
往
復
さ
せ
る
時
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れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
摺
厘
が
四
個
与
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、

そ
れ
が
任
地
と
北
京
間
を
常
時
往
復
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
奏
摺
を
通
じ
て
、
各
地
方
に
お
け
る
官
吏
は
そ
の
管
内
の
民
政
或
い
は
軍
事
等
の
万
般
に
つ
い
て
、
細
大
も
ら
さ
ず
実

梢
を
報
告
し
、
皇
帝
は
そ
れ
を
確
実
に
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
名
実
共
に
専
制
的
支
配
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
は
第
一
の
地
方
文
官
が
ま
だ
報
厘
を
下
賜
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
方
式
で
、
突
板
と
称
さ
れ
る
一
定
の
大
き
さ
の
板
二
枚
の
間
に

奏
文
を
挟
み
、
紙
で
封
じ
た
上
に
官
印
を
押
し
、
更
に
外
か
ら
黄
綾
で
包
ん
だ
の
で
あ
る
。
中
央
か
ら
緊
急
文
書
を
彼
等
に
送
交
す
る
の

そ
の
遅
延
等
を
防
止
す
る
た
め
に
、
火
票
又
は
排
箪
を
添
付
す
る
こ
と
が
規

そ
こ
に
到
着
時
刻
等
の
必
要
事
項
を
記
入
し
順
次
送
駅
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
排
箪
と

(541) 



治
代
の
駅
制
の
概
要
に
つ
い
て
は
「
…
…
郵
駅
ノ
任
務
ハ
、
専
ラ
官
府
ノ
文
古
物
件
ヲ
逓
侍
シ
、
又
公
差
官
役
ヲ
護
送
ス
ル
ニ
在
リ
、

分
チ
テ
ニ
種
ト
ス
、
舗
逓
及
駅
逓
是
レ

ナ
リ
、
舗
逓
ハ
夫
役

二
依
リ
テ
文
粛
物
件
ヲ
逓
送
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
駅
逓
ハ
馬
匹
二
依
リ
テ
其

逓
送
ヲ
行
ヒ、

且
車
馬
夫
役
ヲ
出
シ
テ
公
差
ノ
官
役
ヲ
設
送
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
舗
逓
ノ
宿
次
ハ
舗
卜
云
ヒ、

駅
逓
ノ
宿
次
ニ
ハ
駅
、
姑
、

(
12
)
 

塘
等
ノ
名
ア
リ
、
倶

二
各
地

二
散
在
ス
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
駅
逓
の
機
能
に
は
既
述
の
如
き
題
本
や
奏
摺
等
の

公
文
書
の
逓
送
の
ほ
か
に
、
公
差
官
役
の
護
送
も
含
ま
れ
て
い
た
。
官
命
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
る
官
吏
等
に
対
し
て
は
駅
制
を
利
用
し
て

旅
行
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
給
駅
即
ち
官
吏
の
品
秩
に
応
じ
た
一
定
の
人
夫
、
馬
匹
、
旅
費
が
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た

そ
の
区
別
は
前
者
が
歩
役
、
後
者
が
馬
匹
と
「
唯

0

0

 

逓
送
ノ
方
法
及
其
範
囲
ノ
差
異
二
在
リ
テ
、
其
根
本
ノ
目
的
二
至
リ
テ
ハ
敢
テ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
共
二
交
通
ノ
便
利
ヲ
図
リ
以
テ
政
令

0

0

0

 

0
 

0
 
0
 

0
 
0
 

0

0

(
1
3
)
 

ノ
普
及
ヲ
聟
助
ス
ル

ニ
在
」

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
駅
伝
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
舗
逓
と
駅
逓
の
二
種
類
に
分
か
れ
て
い
た
が
、

舗
逓
に
は
舗
、
駅
逓
に
は
駅
が
そ
れ
ぞ
れ
各
地
に
設
磁
さ
れ
て
い
た
が
、
中
国
全
土
の
駅
数
は
一
七
八
〇
、
舗
数
は
約
一
万
五
千
に
逹

し
て
お
り
、
全
国
に
広
大
な
交
通
体
系
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
主
要
な
駅
を
結
ぶ
交
通
幹
線
の
い
わ
ゆ
る
官
馬
大
路
及
び
火
路

(

1

4
)
 

そ
の
他
の
支
線
の
各
駅
、
各
舗
を
通
結
す
る
駅
路
網
、
舗
路
網
が
あ
っ
た
。
各
駅

・
舗
の
施
設
や
運
営
の
詳
細
に
つ
い
て
は
先

に
対
し
、

学
の
諸
成
果
に
譲
り
た
い
が
、
駅

・
舗
に
額
設
さ
れ
て
い
る
一
定
の
駅
夫
、
駅
馬
に
対
す
る
工
食
銀
や
飼
捉
喪
は
、
正
賦
1
1
地
税
に
附
JJn

(

1
5
)
 

的
に
徴
収
さ
れ
た
駅
姑
銭
程
が
充
当
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
一屈
袋
官
捉
体
制
」
が
運
営
上
の
特
色
で
あ
っ
た
。
か
か
る
体
制
は
沿

(

1

6
)
 

初
康
熙
初
年
に
お
い
て
完
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

清
代
の
駅
逓
制
度

清
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

(542) 



消
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

按
駅
設
立
逓
夫
、
捐
給
工
食
、
尚
司
馳
送
京
報
、
自
浙
省
武
林
駅
起
、

査
得
、
閲
省
駅
逓
、
本
章
並
無
馬
匹
、
倶
係
人
力
奔
馳
、

と
あ
り
、

と
こ
ろ
で
福
建
省
は
、

(

1

8
)
 

一
切
公
文
、
倶
藉
人
夫
胞
逓
、
較
之
他
省
駅
姑
情
形
、
更
不
相
同

以
上
の
よ
う
な
清
代
駅
逓
制
の
一
般
的
な
特
徴
を
前
提
と
し
て
、
福
建
地
方
の
制
度
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
清
朝
の
全
国
的
な
駅
路

網
は
、
北
京
の
皇
華
駅
を
起
点
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
福
建
へ
の
分
路
は
、
い
わ
ゆ
る
東
路
と
よ
ば
れ
、
皇
華
駅
か
ら
山
東
を
経
て

分
岐
し
、

一
路
は
安
徽
、
江
西
、
広
東
へ
と
向
っ
た
の
に
対
し
、

一
路
は
江
蘇
、
浙
江
、
福
建
へ
と
通
じ
て
い
た
。
北
京
よ
り
福
建
間
の

(
17
)
 

距
離
は
約
四
千
八
百
六
十
里
で
あ

っ
た
。
『
大
清
会
典
事
例
』
、
兵
部
、
郵
政
、
置
駅
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
全
国
の
各
省
別
駅
数
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
福
建
省
内
の
駅
数
は
六
十
八
駅
と
あ
り
、
う
ち
馬
駅
が
六
十
七
駅
、
水
馬
駅
が
一
駅
で
あ
る
。
馬
駅
と
は
馬

及
び
櫨
と
馬
夫
、
駅
書
、
差
夫
、
そ
し
て
獣
医
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。

蘭
省
陸
路
、
山
高
嶺
峻
、
水
路
浪
険
灘
危
、

と
あ
る
よ
う
に
、
陸
路
は
山
岳
高
峻
で
あ
り
、
水
路
も
急
流
浪
険
と
い
う
自
然
条
件
の
特
質
上
、
他
省
の
よ
う
に
馬
匹
の
利
用
が
困
難
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
専
ら
人
力
（
人
夫
）

(
2
0
)
 

設
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
福
建
は
類
似
の
条
件
に
あ
る
広
東
、
広
西
と
と
も
に
馬
匹
の
額

(

2

1
)
 

固
省
駅
姑
、
並
無
馬
匹
、
僅
設
夫
役
、
以
供
走
逓
文
報
、
及
勘
合
火
票
、
緊
急
差
使
之
需
、

と
あ
る
如
く
、
馬
匹
の
額
設
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
機
能
は
文
報
の
逓
送
の
み
な
ら
ず
、
差
使
の
需
用
に
も
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
馬
匹
の
代
り
に
設
け
ら
れ
て
い
た
各
駅
の
夫
役
に
つ
い
て
、

.-—
14  ̂

9
9

一
．
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し
L

/

•
C
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至
附
省
芋
原
駅
止
、

t
 

共
二
十
五
駅
、

並
於
江
山
県
之
広
済
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と
あ
る
よ
う
に
、

務
…
…

前
節
に
お
い
て
ふ
れ
た
如
く
、
一屁
森
官
捉
体
制
と
し
て
の
渭
代
駅
制
は
、
清
初
順
治
の
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
駅
夫
、
駅
馬
の
額

(
2
7
)
 

設
が
行
わ
れ
た
が
、
臨
時
に
多
批
の
人
夫
が
必
要
と
な

っ
た
場
合
の
雇
募
規
定
が
公
式
化
さ
れ
康
熙
初
年
に
完
成
し
た
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
か
か
る
清
代
駅
逓
制
の
運
営
は
円
滑
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
実
態
を
以
下
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

康
熙
六
十
年
六
月
甲
寅
、
…
…
都
察
院
左
都
御
史
朱
試
條
奏
、
…
…
一
各
省
駅
姑
之
夫
役
、
大
半
虚
名
侵
冒
、
詰
確
査
実
数
、
召
森

(

2

8
)
 

一
人
受
券
、
即
可
全
活
一
家
、
…
…

壮
丁
按
補
、

四

~- ' 

(

2

2
)
 

駅
、
添
設
腰
姑
一
廊
、
統
計
二
十
六
姑
、
毎
姑
設
夫
二
名
、
毎
名
月
給
工
食
銀
六
銭
、

と
あ
る
よ
う
に
、
各
駅
に
は
二
名
の
迎
夫
が
箇
か
れ
て
お
り
、
各
人
月
毎
に
銀
六
銭
の
エ
食
銀
が
支
給
さ
れ
た
。
ま
た

(

2

3
)
 

京
報
迎
夫
、
只
須
由
杭
城
、
迎
至
閣
省
、
並
無
回
文
、
是
以
設
立
芋
原
駅
而
止
、

こ
れ
ら
逓
夫
に
よ
っ
て
上
諭
や
奏
文
等
を
録
載
し
た
い
わ
ゆ
る
「
京
報
」
と
よ
ば
れ
る
一
種
の
官
報
の
送
達
が
、
浙
江

の
杭
州
武
林
駅
か
ら
福
建
の
芋
原
駅
へ
と
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
ら
京
報
の
ほ
か
に
、

(

2

4

)

 

文
報
」
と
い
う
如
く
、
本
来
の
軍
機
に
関
す
る
奏
摺
や
地
方
の
緊
要
な
文
件
の
逓
送
も
行
わ
れ
た
こ
と
は
言
う
迄
も
な
か
っ
た
。

各
府
州
県
公
文
、
除
無
閑
緊
要
報
明
存
案
事
件
、
的
交
塘
鋪
郵
逓
、
其
緊
要
機
密
、

福
建
の
千
里
馬
制

消
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
迎
制

「原
為
馳
逓
軍
機
奏
摺
、

通
詳
通
稟
、

雨
水
粗
価
、

(

2

5

)

 

及
急
応
起
塀
各
要

及
地
方
緊
要

そ
れ
ら
を
左
右
す
る
雨
水
や
旱

(
26) 

魃
等
の
天
候
状
況
等
の
ほ
か
、
結
社
の
活
動
や
世
偕
人
心
に
つ
い
て
の
情
報
な
ど
も
そ
の
緊
要
な
事
項
で
あ
っ
た
。

地
方
か
ら
の
奏
摺
の
内
容
は
、
軍
機
等
の
重
要
機
密
は
勿
論
で
あ
る
が
、
各
地
の
米
の
作
柄
や
米
価
、

一
四

(544) 



清
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

て
い
る
。
詳
請
の
理
由
と
し
て
、

と
あ
る
如
く
、
意
外
に
も
制
度
的
破
綻
は
早
く
も
康
熙
末
年
に
表
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
そ
れ
は
額
設
駅
夫
の
不
足
1
1
有
名
無

(

2

9
)
 

実
化
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
雇
募
へ
の
依
存
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
雇
募
に
際
し
て
ピ
ン
ハ
ネ
等
の
不
正
を
防
止
す
る
た
め
、
民
間

(
3
0
)
 

の
夫
頭
の
介
入
と
同
時
に
信
頼
の
お
け
る
保
甲
の
協
力
に
侯
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
福
建
で
も
例
外
で
は
な
く
、

0

0

 

0
 
0

0

0

 

0
 
0
 
0
 
0
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

閻
省
県
駅
、
向
来
擁
夫
不
足
、
毎
遇
差
務
、
率
皆
臨
期
雇
募
、
郷
夫
充
数
応
付
、
既
非
夫
頭
所
能
保
認
、
又
無
兵
役
沿
途
談
送
、
而

(

3

1
)
 

此
等
郷
夫
、
歯
芽
無
知
、
或
槙
掻
不
慎
、
或
随
路
弄
棄
、
甚
或
籟
逃
、

と
あ
る
よ
う
に
、
人
夫
の
充
足
が
容
易
で
な
く
、
ま
た
そ
の
た
め
人
夫
の
質
的
劣
悪
さ
も
避
け
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た

駅
制
の
弛
緩
状
況
下
に
お
い
て
は
、

え
ら
れ
る
。

そ
の
奏
摺
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
的
文
書
の
逓
送
機
能
へ
の
影
響
1
1
低
下
は
不
可
避
で
あ
っ
た
と
考

因
み
に
そ
の

一
例
を
求
め
れ
ば
、
す
で
に
乾
隆
二
十
三
年
十
月
初
九
日
に
、

本
司
察
看
、
閾
省
鋪
逓
公
文
、
任
意
延
欄
、
並
不
随
到
随
、
逓
甚
有
遅
、
至
数
月
之
久
、
始
行
逓
到
者
…
…
遂
致
若
蛮
勾
通
書
役
、

(

3

2
)
 

公
然
包
攪
文
移
、
私
行
訴
閲
、
抽
匿
眈
延
、
無
弊
不
作
、
胎
害
政
事
、
莫
此
為
甚
、

と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

福
建
地
方
で
も
乾
隆
二
十
年
代
に
お
い
て
、
す
で
に
公
文
書
の
逓
送
の
遅
延
や
開
封
が
顕
著
に
な
っ
て
お
り
、
甚

し
い
場
合
数
ヶ
月
も
か
か
っ
て
や
っ
と
到
達
す
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
し
か
も
原
因
は
、
単
に
駅
夫
の
不
足
に
よ
る
機
動
性
の
低
減

と
い
う
よ
り
も
、

そ
れ
を
間
接
的
な
背
景
の
一
っ
と
す
る
駅
夫
の
質
的
低
下
が
、

る
遅
延
等
の
弊
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

逓
機
能
の
阻
害
が
、

こ
れ
ら
公
文
の
敏
速
か

つ
正
確
な
逓
送
や
秘
密
の
厳
守
と
い
う
本
来
の
駅

0

0

 

0
 
0
 

そ
の
政
治
的
螢
為
に
対
し
い
か
に
重
大
な
支
障
を
与
え
た
か
は
言
う
迄
も
な
か
ろ
う
。
そ
こ
で
「
惟
是
置
郵
偲
命
、

`
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文
移

（
公
讀
）

一五

の
包
撹
や
私
的
な
折
閲
、

抽
匿
に
よ

「
議
設
捷
足
、
以
速
郵
逓
事
」
と
い
う
案
件
が
詳
請

さ

れ

）
5
 

4
 

5
 

（
 



と
あ
る
如
く
、

そ
の
弊
害
の
改
善
に
大
き
な
成
果
が
あ

っ
た
こ
と
が
、

福
建

へ
の
迎
入
が
提
案
さ
れ
る
に
至
っ
た
最
大
の
背
景
で
あ
ろ

消
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

0

0

0

 

0
 

(
3
3
)
 

利
在
神
速
、
去
其
弊
、
必
思
謀
其
便
」
と
い
う
如
く
、
そ
れ
ら
の
諸
弊
を
排
除
し
「
四
郵
側
命
」
の
目
的
の
実
現
が
緊
急
な
課
題
と
し
て

そ
こ
で
こ
の
課
題
に
応
え
る
べ
く
詳
訪
に
も
と
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
の
が
、
福
建
省
特
有
の
千
里
馬
制
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
千
里
馬
制

0

0

 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

(
3
4
)
 

今
刷
省
、
鋪
逓
公
文
、
均
屈
怠
緩
、
自
宜
酌
碑
迅
速
、
：
．．．
．
 
惟
有
佑
照
礎
省
公
設
千
里
馬
賓
逓
之
例
、
庶
可
杜
租
弊
而
速
郵
逓
、

(

3

5
)
 

と
あ
る
よ
う
に
、
す
で
に
広
束
省
に
施
行
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
そ
の
校
倣
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
広
東
省
に
お
け
る
創
始

沿
途
所
設
塘
汽
鋪
司
、

(

3

6
)
 

里
、
相
隔
窓
遠
、
是
以
歴
来
逓
送
公
文
、
毎
毎
遅
至
月
餘
或
四
五
十
日
、
始
能
逓
到
、
．．．．．． 

と
あ
り
、
駅
路
の
「
崎
謳
僻
痙
」
と
い
っ
た
自
然
条
件
か
ら
、
逓
送
の
遅
延
が
著
し
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
福
建
も
そ
の
点

で
は
基
本
的
条
件
の
類
似
が
指
摘
で
き
る
。
広
東
省
に
お
け
る
千
里
馬
制
の
採
用
は
、

或
二
三
十
里
、

或
三
四
十

(

3

7
)
 

…
…
公
設
千
里
馬
五
名
、
按
日
輪
流
往
返
費
送
、
定
限
十
日
逓
到
、
並
無
途
期
、
行
三
五
年
、
著
有
成
奴
、
其
法
洵
属
美
善
、

う
。
そ
こ
で
、

業
行
各
府
州
査
議
去
後
、
姦
捩
福
州
等
府
州
陸
続
議
覆
、
或
請
沿
途
設
立
千
里
馬
、
按
姑
交
替
接
逓
、
或
請
按
県
各
設
千
里
馬
、
分

別
坐
省
坐
府
、
限
程
輪
流
逓
送
、
或
請
各
厩
公
設
千
里
馬
、
就
道
路
之
順
捷
、
県
送
府
州
梨
齋
、
以
府
交
府
、
層
接
飛
逓
到
省
、
遇

有
上
行
公
文
、
即
交
回
差
接
収
分
逓
各
等
由
前
来
、
本
司
道
狡
査
、
設
立
千
里
馬
逓
送
上
下
公
文
、
原
期
緊
要
事
件
、
往
来
迅
速
、

至
鬱
林
一
州
、
僻
底
東
隅
、
離
省
千
有
餘
里
、
自
省
至
州
、
路
皆
崎
蝠
僻
痙
、

の
事
梢
に
つ
い
て
は

は
福
建
に
の
み
見
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

提
起
さ
れ
て
い
る
。

一
六

(546) 



は
、
旧
来
の
駅
逓
に
委
ね
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

即
ち

maク

ー

‘u_＿
-E、
"
ピ
ウ
こ
艮
お
、

反
｀
＋
ム
・甘
J
t]-

．
ま
a
'C
h
-
E
-
l

＇ 

一
七

省
内
各
府
州
県
の
省
城
へ
の
距
離
に
応
じ

得
以
及
時
塀
理
、
倖
免
遅
誤
、
而
議
立
章
程
、
尤
在
簡
便
易
行
、
庶
可
垂
諸
永
久
、
：
．．．． 
莫
如
令
各
県
公
設
千
里
馬
於
本
管
府
州
、

(
38
)
 

由
府
州
梨
送
質
省
、
由
省
領
文
費
回
之
為
便
捷
也
、

と
あ
る
よ
う
に
、
各
府
州
県
に
お
い
て
千
里
馬
の
運
営
形
態
に
つ
い
て
の
検
討
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、

逓
送
機
能
の
強
化
促
進
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

日
千
里
馬
、
其
人
背
包
裏
、
外
繋
椀
鈴
、
視
限
期
緩
急
、
書
夜
行
数
百
里
、
或
百
餘

闘
省
、
山
河
険
阻
、
駅
不
馳
馬
、
以
人
代
之
、

(
3
9
)
 

里
、

と
あ
り
、
あ
た
か
も
千
里
馬
制
が
当
初
よ
り
福
建
の
駅
制
で
あ
っ
た
か
の
如
く
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
正
確
と
は
い
え
な
い
。
千
里
馬
は

あ
く
ま
で
広
東
と
同
じ
く
本
来
的
な
駅
制
の
弛
緩
に
と
も
な
い
、
緊
急
公
文
の
逓
送
確
保
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
特
別
制
度
で
あ
っ
た
。

0

0

 

0
 
0

0

0

 

0
 
0
 

0
 
0
 
0
 
0

0

0

 

0
 
0
 
0
 

除
福
州
一
府
所
屈
倶
附
近
省
城
、
遇
有
緊
要
事
件
照
旧
専
差
賓
送
、
母
庸
議
設
外
、
其
餘
各
府
州
県
公
文
、
除
無
関
緊
要
報
明
存
案

0

0

0

0

0

0

 

(

4
0
)
 

事
件

、

肋
交
塘
鋪
郵
逓

、

其
緊
要
機
密

、

通
詳
通
稟
雨
水
糧
価

、

及
急
応
趣
辮
各
要
務
、
•
…
•
•

(

4

1
)
 

と
あ
る
よ
う
に
、
省
城
周
辺
の
福
州
府
内
の
各
県
及
び
、
そ
の
他
の
各
府
州
県
で
も
、
特
に
緊
急
性
や
機
密
性
の
な
い
文
書
に
つ
い
て

(

4

2

)

 

と
こ
ろ
で
千
里
馬
は
「
按
各
府
州
抵
省
程
途
遠
近
、
酌
設
千
里
馬
名
数
」
と
あ
る
如
く
、

て
、
設
置
の
名
数
が
異
っ
て
い
た
。
左
に
福
建
省
に
お
け
る
千
里
馬
の
設
置
府
名
と
所
在
地
、
省
城
へ
の
距
離
と
そ
の
名
数
を
次
頁
に
表

(

4

3
)
 

示
し
よ
う
。清

代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

＂＇ 

ー

，

そ
の
章
程
も
議
立
さ
れ
、
公
文

(547) 



清
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

吏
目
専
司
登
簿
牧
発
、
其
密
省
公
文
、
即
於
各
設
千
里
馬
内
、
毎

(

4
4
)
 

日
派
出
一
名
、
梨
交
送
省
、
轄
證
往
返
、
至
費
回
省
発
公
文
到
府
、
即
交
各
該
県
原
差
領
回
、
…
…

と
あ
る
如
く
、
各
千
里
馬
設
置
の
府
州
管
内
の
各
屈
県
で
は
、
毎
日
再
差
を
し
て
府
州
城
へ
と
緊
要
公
文
を
送
交
せ
し
め
、
各
県
か
ら
迎

送
を
受
け
た
府
州
城
で
は
そ
れ
ら
の
公
文
を
一
括
し
て
、
毎
日
一
名
の
千
里
馬
に
よ
っ
て
省
城
へ
と
棠
交
し
た
の
で
あ
る
。
府
州
城
に
お

け
る
登
簿
や
査
収
発
送
等
の
逓
送
事
務
に
は
、
経
歴
、
吏
目
が
琳
司
し
た
。
逆
に
省
発
の
公
文
は
府
州
を
経
て
各
黙
へ
と
回
送
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
な
お

至
於
分
巡
各
迫
、
及
分
防
各
姻
並
移
駐
之
県
丞
、
凡
有
緊
要
公
文
、
交
駐
割
及
本
管
之
県
一
体
発
交
千
里
屈
附
送
至
省
、
肋
領
文
nl

(

4
5
)
 

轍
、

とあるので、千里馬の利用は末端の地方行政単位としての各貼のみならす、省内特定の地方にあって二、三府州の行
(46) 

政事務を管鞄する道員や移駐の県丞等も亦本行もしくは最寄りの県より千里馬を通じて公文の送省が可能であった。

府州名設置個所1距省城へ離の1名 数

興化府 府城 240里 3名

泉州府 恵安県城I340里 5名

涼州府 府城 680里 7名

延平府 府城 360里 4名

建齊府 府城 480里 6名

部武府 府城 740里 7名

1汀州府 府県城城I 730里 3名

II 帰化 730里 7名

福究府寧徳県城 285里 3名

永春州州城 520里 4名

l 龍厳州州城 910里 6名

令
各
県
将
緊
要
公
文
、
毎
日
専
差
究
至
本
竹
府
州
城
内
、
委
経
歴

方
式
は
、

ニ
ケ
所
に
分
『
Ill
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
千
里
馬
に
よ
る
逓
送

た
汀
州
府
の
如
く
府
内
が
広
大
で
あ
り
、
「
各
屈
離
省
較
遠
」
い
た
め
、

城
よ
り
も
よ
り
省
城
に
近
い
県
城
に
設
け
ら
れ
る
均
合
も
あ
っ
た
。
ま

千
里
馬
は
各
府
州
毎
に
額
数
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
設
趾
楊

所
は
必
ず
し
も
府
城
内
と
は
限
ら
ず
、
泉
州
府
や
寧
徳
府
の
よ
う
に
府

八

(548) 



或
発
塘
逓
、

並
応
駅
夫
博
逓
者
、
肋
行
照
常
塀
理

0

0

0

0

(

5

1

)

 

外
、
惟
事
関
軍
機
重
務
緊
要
事
件
刻
不
可
緩
、
或
限
行
三
百
里
、
六
百
里
、
於
郵
封
填
註
馬
上
飛
逓
、
其
餘
概
不
許
濫
発
馬
逓
、

と
い
う
よ
う
に
、
通
常
公
文
と
緊
要
公
文
と
に
区
別
さ
れ
、
前
者
は
従
来
の
い
わ
ゆ
る
駅
逓
に
よ
り
、
後
者
は
千
里
馬
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
千
里
馬
の
使
用
は
、
特
に
緊
要
事
項
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
、
濫
発
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か

か
る
千
里
馬
の
実
際
的
効
果
が
ど
の
程
度
で
あ

っ
た
に
つ
い
て
は
十
分
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、

照
得
事
関
軍
機
、
及
緊
要
文
報
刻
難
遅
緩
者、

方
准
馬
上
飛
逓
、
…
…
•
•
•

前
部
院
因
各
属
遺
堀
未
報

、

甚
有
遅
至
数
月
不
報

、

是
以

清
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

四
十
年
に
は
、

嗣
後
各
衛
門
発
行
、

一
切
公
文
、
如
係
尋
常
以
及
挿
翼
次
緊
者
、
或
応
舗
逓
、

以
上
の
如
き
千
里
馬
の
設
置
に
よ
っ
て
、
福
建
省
の
公
文
逓
送
は
、

に
、
額
設
数
に
応
じ
て
各
府
州
県
が
分
担
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、

こ
1
-
u
l
l
u月
↓
ク
、

H
i

一
九

創
設
後
二
十
年
近
く
経
過
し
た
乾
隆

一、
r‘
1
文^
i

「
差
千
里
馬
飛
逓
」
、

4
ぃ
k
.. にF
こ
＂
、
も

っ

j
.
~
t

及
「
差
某
県
千
里
馬

其
公
文
賓
府
費
県
、
継
無
分
晴
雨
、
毎
日
夜
限
行
一
百
六
十
里
、
郵
筒
封
面
、
倶
蓋
用

(

4
7
)
 

附
逓
」
紅
散
、
肋
限
定
日
期
賓
到
字
様
、
以
便
桔
考
、

こ
れ
ら
緊
要
文
書
は
特
に
封
面
に
「
差
千
里
馬
飛
逓
」
或
い
は
「
差
某
県
千
里
馬
附
逓
」
と
朱
印
が
押
捺
さ
れ
、
睛
雨

に
か
か
わ
ら
ず
日
夜
百
六
十
里
の
逓
送
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
予
め
送
到
予
定
日
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
期
限
に
遅
延
し
た
場
合
は
「
立
即

拿
究
」
と
、
直
ち
に
逮
捕
究
問
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
緊
要
公
文
の
逓
送
の
確
保
が
い
か
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
か
を
示
す
も
の

(

4

8
)
 

で
あ
る
が
、
同
時
に
「
筋
将
募
設
千
里
馬
姓
名
、
年
籍
造
具
清
冊
、
詳
送
備
査
」
と
、
千
里
馬
の
選
雇
者
に
つ
い
て
そ
の
身
元
を
明
ら
か

(

4

9

)

 

に
し
、
そ
れ
を
登
録
詳
送
す
る
こ
と
を
命
じ
て
お
り
、
「
年
力
精
壮
、
勤
慎
之
人
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
も
そ
の
証
左

(

5

0
)
 

で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
れ
ら
千
里
馬
の
経
費
は
、
「
将
該
千
里
馬
傭
価
飯
食
、
由
該
府
州
県
捐
給
」
、
或
い
は
「
応
分
別
派
捐
」
と
あ
る
よ
う

(549) 



と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

清
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

定
有
日
行
三
百
里
、

現
披
各
厩
具
報
，
笠
常
昭
雨
旬
摺
封
面
粘
貼
六
百
里
排

箪
、
殊
屈
迩
例
、
合
行
札
筋
、
札
到
立
即
査
明
、
通
筋
各
屈
、
嗣
後
雨
水
稟
摺
、
倶
交
千
里
馬
限
以
日
行
里
数
、
星
飛
馳
送
や
、
…
…

及
四
百
里
飛
逓
章
程
、

日
行

・
里
数
を
限
定
し
て
馳
走
せ
し
め
、
「
任
意
玩
延
」

指
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
千
里
馬
の
機
能
強
化
が
あ
ら
た
め
て
札
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
千
里
馬
そ
の
も
の
の
一
定
度
の
弛
緩
な

い
し
実
効
の
否
定
を
意
味
る
す
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
因
み
に
、

乾
隆
五
十
三
年
、
…
…
九
月
初
六
日
、
軍
機
大
臣
和
坤
等
寄
信
巴
延
三
、
応
用
三
百
里
或
馬
上
飛
迎
、
各
省
抒
撫
奏
報
尋
常
廿
件
、

0

0

0

 

0
 
0
 

0
 
0
 

0

0

(

5
3
)
 

動
輯
刑
用
五
六
百
里
馳
走
、
至
於
由
三
百
里
及
馬
上
飛
迎
者
、
倶
祝
為
貶
常
、
相
沿
成
習
、

と
あ
る
よ
う
に
、

乾
隆
末
期
に
は
千
里
馬
の
機
能
も
す
で
に
慢
性
的
弛
緩
状
況
に
陥
入
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
更
に
道
光
年
間
に

入
る
と
、
そ
の
傾
向
は
一
段
と
助
長
さ
れ
、
建
陽
県
の
千
里
馬
に
つ
い
て

有
給
錢
数
文
、
托
ノ
便
花
、
致
有
桔
延
、
或
送

(
54
)
 

迫
失
者
、
復
有
嗜
賭
成
慣
、
終
夜
不
牧
、
行
使
中
途
、
以
公
文
作
枕
、
熟
睡
悦
事
者
、
…
…

臨
時
役
使
不
敷
、
私
雁
無
頓
、
胎
恨
公
文
者
、
更
有
應
前
欄
後
、
遅
快
時
刻
者
、

と
あ
る
。
即
ち
就
役
者
の
不
足
か
ら
無
顆
を
雁
用
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
刻
限
の
遅
誤
は
勿
論
、
公
文
の
第
三
者
へ
の
便
闊
の
依
頻
、

そ
れ
に
と
も
な
う
遅
延
や
追
失
、
行
途
に
お
け
る
嗜
博
に
よ
る
怠
業
等
、
千
里
馬
本
来
の
緊
要
公
文
の
逓
送
機
能
を
全
く
炭
失
し
て
い
た

れ
て
お
り
、

(
55
-

(

5

6

(

5

7

 

逓
送
機
能
の
弛
緩
に
は
こ
の
ほ
か
駅
路
の
賂
備
不
能
や
、
通
行
上
の
安
全
保
節
の
欠
如
、
直
要
公
文
の
機
密
保
持
の
不
能
、
不
要
不
急

の
私
苫

（乍
節
、
称
賀
、
浮
文
等
）
逓
送
に
よ
る
J
迭
位
の
増
大
等
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
か
、
何
よ
り
も
駅
夫
の
廂
邸
に
端
的
に
ぷ
さ

(
59
)
 

こ
こ
に
夫
頭
、
あ
る
い
は
夫
行
等
の
民
間
組
織
を
通
し
て
、
駅
迎

能
の
維
持
を
は
か
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の

と
あ
り
、
雨
水
悟
況
の
摺
報
を
千
里
馬
に
よ
っ
て
、

亦
未
甘
行
令
六
百
里
馳
報
也
、

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

r

二
0

(550) 



で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
政
治
的
官
用
機
構
と
し
て
の
駅
逓
制
は
、
ほ
ぽ
乾
隆
中
期
か
ら
末
期
を
転
機
と
し
て
、
実
質
的
に
は
民
間
的
商
業

(
6
0
)

（

61) 

運
輸
機
構
に
依
存
し
、
寄
生
的
に
運
営
を
は
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
変
質
過
程
に
つ
い
て
は
あ
ら

清
代
の
駅
逓
制
は
専
制
的
国
家
支
配
の
た
め
の
政
治
的
情
報
伝
達
、
な
ら
び
に
情
報
収
集
網
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た。

康
熙
か
ら
薙
正
年
間
の
奏
摺
政
治
は
そ
う
し
た
駅
逓
制
を
基
盤
と
し
て
維
持
さ
れ
た
典
型
的
な
支
配
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
封
建
支
配
の
安
定
と
と
も
に
駅
逓
制
の
整
備
、
充
実
し
て
い
た
当
時
は
、

「泊
初
拡
大
採
行
奏
摺
制
度
以
後
、
政
治
益
装
消
明
、

(

6

2

)

 

行
政
効
率
提
高
、
奏
摺
制
度
実
已
充
分
撥
揮
了
政
治
功
能
」
と
、
そ
の
実
効
が
挙
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
特
に
茄
正
帝
は
、
奏
摺
を
専
制

支
配
の
機
密
手
段
と
し
な
が
ら
も
、
奏
摺
と
題
本
両
者
を
「
公
題
私
奏
、
相
輔
而
行
」
と
い
う
よ
う
に
相
補
的
関
係
に
お
い
て
迎
用
し
、

(

6
3
)
 

清
初
の
専
制
国
家
と
し
て
の
基
礎
を
確
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
か
か
る
奏
摺
制
度
は
、
荘
吉
発
氏
が
「
到
乾
隆
年
間
、
奏
摺
的
形
式
、
漸
趨
画
一

、
章
程
益
密
、
奏
摺
範
囲
、
多
厩
例
行
公

0

0

0

 

0
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

事
、
奏
摺
制
度
漸
趨
定
型
、
由
於
化
私
為
公
的
結
果
、
奏
摺
遂
成
為
政
府
通
用
的
一
種
簡
便
文
書
、
不
再
是
臣
工
為
内
朝
皇
室
効
力
的
文

(
64
)
 

書
」
と
述
べ
て
い
る
如
く
、
乾
隆
年
間
に
入
る
と
奏
摺
は
一
般
的
な
政
府
公
文
と
し
て
公
開
化
さ
れ
る
に
至
り
大
き
く
変
質
す
る
に
至
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
が
文
書
形
式
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
背
景
に
は
奏
摺
制
度
に
対
す
る
乾
隆
帝
の
政
策
や
、
軍
機
処
の

(

6

5
)
 

設
置
に
と
も
な
う
内
閣
の
地
位
低
下
と
い

っ
た
政
治
制
度
上
の
変
化
と
同
時
に
、
鞠
徳
源
氏
が
「
清
朝
最
高
統
治
者
之
所
以
如
此
三
令
五

申
地
強
調
奏
折
的
保
密
制
度
、
主
要
目
的
是
為
了
加
強
皇
帝
的
専
制
独
裁
、
有
効
地
掌
握
各
方
面
的
情
況
、
以
防
因
泄
漏
機
密
而
拍
害
自

清
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

五

お

わ

り

た
め
て
検
討
し
た
い
。

に

ヽ
り
．
》
『
‘
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`
•

芍
り
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九
八
四
、
十
、
十
八
）

清
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

(

6
6
)
 

己
的
統
治
利
益
」
と
い
わ
れ
一

と
も
あ
れ
、

＾ 

い
る
よ
う
に
、
専
制
支
配
に
と

っ
て
不
可
欠
な
手
段
た
る
奏
摺
の
茂
密
性
、
あ
る
い
は
可
急
性
が
、
上
心

し
た
如
き
乾
隆
期
の
駅
述
制
に
お
い
て
は
確
保
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
乾
隆
期
を
両
期
と
す
る
ド
必
摺
制
度

(
6
7
)
 

の
変
化
は
、
駅
迎
制
の
弛
緩
と
密
接
不
可
分
な
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
駅
逓
制
の
弛
緩
1
1
民
用
的
性
格

へ
の
変
質

・
強
化
は
、
そ
れ
自
体
清
朝
封
建
支
配
体
制
の
解
体
化
の
一
四
に
ほ

か
な
ら
ず
、
清
末
に
お
け
る
駅
逓
制
は
郷
紳
や
商
人
等
の
地
方
実
力
者
の
協
力
や
補
綴
に
よ

っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
形
式
上
の
存
続
を
可
能

(

6

8

)

 

に
し
た
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
駅
逓
制
の
政
治
的
機
能
を
喪
失
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
本
稿
は
あ
く

ま
で
福
建
地
方
を
通
じ
て
の
考
察
で
あ
る
が
、
以
上
の
所
見
は
全
国
的
普
辿
化
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

註
(
1
)
白
寿
炸
著
「
中
国
交
通
史
」
（
台
湾
商
務
印
苫
館
、
民
国
五
十
ー
年
）。

唄
祖
治

・
朱
傭
斉
著
「
中
国
郵
駅
発
達
史
ー
（
天

一
出
版
仕
、
民
同
六
十

四
年
再
版
）
。
楼
祖
胎
網
著
「
中
国
郵
駅
史
料
」
（
人
民
郵
電
出
版
社
、
一
九
五
八
）
。

(
2
)

消
水
泰
次
「
明
代
の
駅
逓
」
（
「
東
京
教
育
大
学
東
洋
史
学
論
集
」
第
三
冊
）
、
同
「
明
代
の
駅
夫
」
（
「史
観
」
四
十
三
）
、
同
「
明
代
吹
伝
の
灰
本

的
研
究
」
（「滝
川
博
士
遠
暦
記
念
論
文
集
」
所
収
）
。
星
斌
夫
著
「
明
清
時
代
交
通
史
の
研
究
」
（
山
川
出
版
社
、
昭
和
四
十
六
年
）
、
前
篇
。
渡
辺

和
男
「
十
六

・
十
七
世
杞
を
中
心
と
す
る
中
国
の
駅
夫

・
駅
馬
に
つ
い
て
」
（
「
社
会
文
化
史
学
」
一

）
、

同
「
沼
代
の
駅
逓
制
度
に
お
け
る
駅
犬

・

吹
馬
に
つ
い
て
」
（
「
社
会
文
化
史
学
」
九
）
、
日
比
野
丈
夫
「
清
未
駅
伝
の
一
廿
料
」
（
同
著

r
中
国
歴
史
地
理
研
究
」
所
収
、
同
朋
舎
出
版
祁
、
昭

和
五
十
二
年
）
そ
の
他
。

(
3
)

「
大
消
世
宗
実
録
」
、
巻
五
十
四
、
順
治
八
年
閑
二
月
丙
炭
の
条
。

(

4

)

影
山
剛
「
中
国
古
代
に
お
け
る
都
市
と
商
工
業
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
四
七
一
）
。

(
5
)

「
史
学
雑
誌
」
九
二
の
五
、

一
九
八
二
年
度
脆
史
学
界
の
回
顧
と
展
望
、
「
明
滸
」
（
上
田
信
）
の
項
。

(552) 
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(
6
)
荘
吉
発
著
「
清
代
奏
摺
制
度
』
（
国
立
故
宮
博
物
院
、
民
国
六
十
八
年
）
。
楊
啓
樵
著

r
漉
正
帝
及
其
密
摺
制
度
研
究
」
（
三
聯
書
店
香
港
分
店
、

一
九
八
一
）
。
宮
崎
市
定
著
「
薙
正
帝
ー
中
国
の
独
裁
君
主
ー
」
（
岩
波
新
書
）
。
鞠
徳
源
「
清
代
題
奏
文
書
制
度
」
（
「清
史
論
叢
」
三
）
。

(

7

)

増
井
経
夫
「
清
帝
国
」
（
講
談
社
「
中
国
の
歴
史
」、
第
七
巻
所
収
）
。

(

8

)

故
宮
博
物
院
明
清
楷
案
部
編
「
李
照
奏
摺
」
（
中
華
書
局
、
一
九
七
八
）
。

(
9
)

宮
崎
市
定

「雅
正
昧
批
諭
旨
解
題
ー
そ
の
史
料
的
価
値
ー
」
（
「
東
洋
史
研
究
」
、
第
十
五
巻
四
号
）
。

(
1
0
)

光
緒
「
大
清
会
典
」、
巻
五
十
一
、

兵
部
。

(
1
1
)

日
比
野
丈
夫
「
清
末
駅
伝
の
一

賓
料
」

（
同
著
「
中
国
歴
史
地
理
研
究
」、
同
朋
舎
出
版
部
、
昭
和
五
十
二
年
）
所
収
。

(12)

「
清
国
行
政
法
」
第
一
巻
上
、
二
三

0
頁。

(13)
同
右
、
第
三
巻
、
三
三

0
頁。

(

1

4

)

河
野
通
博
「
清
代
山
東
省
の
官
制
陸
上
交
通
路
」
（
「
史
林
」
三
十
三
の
三
）
、
同
「
清
代
の
馬
駅
路
」

(
r
人
文
地
理
」
二
の
一
）
。

(15)
渡
辺
和
男
「
清
代
の
駅
逓
制
度
に
お
け
る
駅
夫

・
駅
馬
に
つ
い
て
」
（
「
社
會
文
化
史
学
」
九
）

0

．

(16)
同
右
。

(
1
7
)棲祖
胎
編
著
r中
国
郵
駅
史
料
』、
九
八
頁
—
九
九
頁
。

(
1
8
)

「
福
建
省
例
」
（
台
湾
文
献
菜
刊
第
一
九
九
種
）
、
巻
二
十
六
、
郵
政
例
、
「
閾
省
発
駅
限
行
公
文
別
緊
要
尋
常
逓
送
」
。

(
1
9
)

同
右
、
「
駅
逓
本
章
倶
撥
駅
夫
両
人
同
送
外
兄
撥
夫
頭
一
名
逐
駅
押
送
按
姑
交
替
出
境
」
。

(
2
0
)

註

(15)
に
同
じ
。

(
2
1
)「
福
建
省
例」
、
巻
二
十
六
、
郵
政
例
「
緊
要
差役
必
須
撥
用
駅
夫
者
各
街
門
一
体
給
装
昭~
票
立
限
逐
姑
博
知応
付
」
。

(22)
同
右
、
「
増
設
細
村
腰
姑
逓
送
文
報
」
。

(23)
同
右
。

(
2
4
)

同
右
、
「
岡
省
稜
駅
限
行
公
文
分
別
緊
要
尋
常
逓
送
」
。

(
2
5
)

同
右
、
「
会
議
派
設
千
里
馬
名
数
安
置
各
郡
城
並
近
省
県
分
輪
流
野
送
緊
要
公
文
」
。

(
2
6
)

中
山
美
緒
「
清
代
前
期
江
南
の
米
価
動
向
」
（
「史
学
雑
誌
』
八
七
の
九
）
に
よ
れ
ば
、
米
価
報
告
が
奏
摺
内
で
報
告
さ
れ
る
べ
き
重
要
事
項
の
一

つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。

三
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柄
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

(

2

7

)

註

(15)
に
同
じ
。

(
2
8
)

「
大
沼
聖
祖
実
録
」、
巻
二
百
九
十
三
。

(
2
9
)

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
駅
夫
の
労
俄
過
重
や
給
与
の
低
廉
等
が
あ
げ
ら
れ
る
（
註
15)
。

(
3
0
)

官
か
ら
の
夫
価
に
よ
っ
て
民
夫
の
屈
経
を
行
う
の
で
、
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
（
同
右
）
。

(31)

「
福
建
省
例
」、
巻
二
十
六
、
郵
政
例
「
各
県
駅
嗣
後
凡
遇
貢
品
毎
十
狽
一
起
行
走
派
撥
兵
役
各
二
名
按
姑
n
n
n

送」。

(32)
同
右
、
「
会
議
派
設
千
里
馬
名
数
安
骰
各
郡
城
並
近
省
県
分
輪
流
[
U
送
緊
要
公
文
」
。

(33)
同
右
。

(34
)
同
右
。

(
3
5
)「
該
省
（
広
束
省
—
筆
者
註
）
各
府
州
県

、

母
常
鋪
逓
外
、

均
設
有
専
差
千
里
馬
則
沿
途
千
里
馬
二
項
、

其
専
差
千
里
馬
、
則
n
該
州
縣
直
迎
至

省
、
日
行
―
二
百
里
不
等
、
沿
途
千
里
馬
、
則
自
該
州
県
短
屈
一
人
、
給
以
印
照
同
公
文
仔
、
至
前
途
地
方
官
衛
門
、
将
公
文
交
明
、
給
以
茄
印
同

照
級
舘
、
沿
途
地
方
官
、
文
到
即
時
厖
人
照
例
給
照
韓
逓
、
按
姑
交
替
、
有
無
逍
迎
、
均
於
照
上
註
朋
、
分
別
勧
懲
、
此
通
名
設
立
千
里
馬
之
大
概

俯
形
也
（
同
右
）
。

(
3
6
)

同
右
。

(37)
同
右
。

(38)
同
右
。

(39)
陳
盛
船
「
問
俗
録
」
、
巻
一

、
駅
逓
゜

(40)
註

(32)
に
同
じ
。

(
4
1
)

福
州
府
内
の
各
県
に
は
、
「
因
離
省
較
近
、
未
程
誤
設
千
里
馬
」

逍
」
）
と
あ
り
、
千
里
馬
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

(
4
2
)

註

(32)
に
同
じ
。

(43)
同
右
。

(44)
同
右
。

(
4
5
)

同
右
c

(
「
福
建
布
例
」
、
巻
二
十
六
、
郵
政
例

「
涵
設
千
里
馬
四
名
交
稲
糀
歴
約
束
供

ニ
四

(554) 



r
・
5し
＞

清
代
の
奏
摺
政
治
と
駅
逓
制

二
五

(
4
6
)

r
清
国
行
政
法
J

、
第
一
巻
下
、
四
五
ー
五

0
頁
参
照
。

(47)
註

(32)
に
同
じ
。

(
4
8
)

「
福
建
省
例
」、
巻
二
十
六
、
郵
政
例
「
議
設
千
里
馬
四
名
交
福
智
歴
約
束
供
遣
」
。

(

4

9

)

同
右
。

(50)
同
右
。

(
5
1
)
r
福
建
省
例
」、
巻
二
十
六
、
郵
政
例
「
事
関
軍
機
重
務
緊
要
事
件
均
於
郵
封
填
註
馬
上
飛
逓
其
餘
不
許
濫
蒻
馬
逓
」
。

(
5
2
)

同
右
、
「
摺
報
雨
水
情
形
、
按
旬
登
交
千
里
馬
限
以
目
行
里
数
星
飛
馳
送
」
。

(53)
荘
吉
登
著
「
清
代
奏
摺
制
度
」
、
七
五
頁
。

(54)
陳
盛
紹

r
問
俗
録
」、
巻
一

、
駅
逓
゜

(
5
5
)

「
大
清
世
宗
実
録
」、
巻
百
三
十
二
。

(56)
註

(54)
、
巻
一
、
駅
路
。

(
5
7
)
r
福
建
省
例
」、
巻
二
十
六
、

郵
政
例
「
各
県
駅
接
逓
央
板
釘
封
公
文
厳
定
上
下
姑
査
験
章
程
」
。

(58)
同
右
、
「
往
来
束
帖
年
節
稲
賀
繁
文
停
止
登
郵
馳
逓
」
。

(

5

9

)

同
右
、
巻
十
三
、
戸
口
例
「
立
法
稽
査
脚
夫
事
宣
」
。

(60)
横
山
英
著

r
中
国
近
代
化
の
経
済
構
造
」
（
亜
紀
書
房
、
一
九
七
二
）

第
三
部
第
二
節
参
照
。

(61)
註
(

2

)

渡
辺
論
文
0

.

(62)
荘
吉
登

「清
代
奏
摺
制
度
」、
第
一
章
、
第
二
節
。

(
6
3
)

同
右
、
第
六
章
、
結
論
「
世
宗
返
於
架
固
君
権
、
稼
極
整
筋
吏
治
、
綜
裂
名
実
、
懲
治
貧
墨
、
於
是
拡
大
採
行
奏
摺
制
度
、
放
寛
臣
工
専
摺
具
奏

的
専
権
、
藩
果
以
下
微
員
、
亦
准
用
摺
奏
事
、
使
督
撫
輿
藩
泉
上
下
之
間
以
及
地
方
与
中
央
之
間
、
維
持

一
種
制
衡
作
用
、
世
宗
以
内
外
諸
臣
為
其

股
肱
耳
目
、
君
臣
一
体
、
事
無
距
細
、
不
論
公
私
、
凡
有
聞
見
、
臣
工
必
須
捩
実
奏
聞
、
奏
摺
遂
成
為
世
宗
訪
究
内
外
事
務
的
工
具
、
透
過
奏
摺
往

来
通
試
、
内
外
之
事
、
遂
無
従
欺
隠
：
…
．
」
。

(
6
4
)

同
右
、
第
六
章
、
結
節
。

(65)
同
右
、
第
五
章
、
第
三
節
。

(555) 



(66)
鞠
徳
源
「
消
代
題
奏
文
書
制
度
」
（
「清
史
論
淡
」、
第
三
輯
）
、
ニ
ニ
九
頁
。

(
6
7
)

こ
の
点
の
詐
細
な
実
証
は
別
稲
に
よ
っ
て
行
う
予
定
で
あ
る。

(
6
8
)

註

(
2

)

渡
辺
論
文
参
照
。

〔付
記〕

本
稿
は
昭
和
五
七
・
ー
・九
年
度
科
学
研
究
伐
補
助
金
（
総
合
A
)

消
代
の
奏
摺
政
治
と
吹
逓
制

「
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
地
域
と
国
家
的
統
一
の
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

二
六

(556) 




